
令和７年度屋外広告物講習会実施要領 

１ 日 時 

    令和８年２月５日（木）１０：００～１７：００ 

 

２ 場 所 

  大分市府内町１丁目５番３８号 

  コンパルホール ３Ｆ ３０４会議室 

 

３ 時間割及び講習要目 

月 日 時 間 講習要目 

２月５日（木） 

10:00～12:00 屋外広告物の表示の方法に関する事項 

13:00～14:30 屋外広告物に関する法令 

14:40～16:40 屋外広告物の施工に関する事項 

16:45～17:00 修了証明書の交付 

 

４ 受講対象者 

（１）大分県内において現に屋外広告業を営む者又は屋外広告業を営もうとする者 

（２）屋外広告業を営む者の営業所において、屋外広告物を表示し、又は屋外広告物を掲出 

 する物件を設置する責任者又は責任者になろうとする者 

   なお、この講習会の課程を修了した者は、条例第２５条第１項に規定する業務主任者

になることができる。 

 

５ 受講手数料 

２，０００円（申込みの際に納付） 

※大分市へ申込みを行った場合、納付書を郵送しますので届き次第納付してください。 

 

６ 受講申込期間及び受付時間 

令和７年１２月１日（月）～令和８年１月８日（木） ８：３０～１７：１５ 必着 

  ただし、日曜日及び土曜日を除く（電子申請での申込みの場合は、申請可）。 

 

７ 申込方法 

（１）紙書類による申込み 

受付窓口に必要書類を持参又は郵送する。 

（２）電子申請による申込み  

大分県ホームページ内の電子申請フォームに必要事項を入力する。 

ホームページ URL：https://www.pref.oita.jp/soshiki/17510/okugai-kousyuu.html 

 

        

 

※窓口が大分市の場合は、紙書類による申込みのみです。 

 



８ 提出書類 

屋外広告物講習会受講申込書 

 

９ 受講申込書の提出先（受付窓口） 

  県内各土木事務所又は大分市都市計画部まちなみ企画課景観推進担当班 

 

10 講習会修了証明書の交付 

  受講申込みを受理した機関（県又は大分市）がそれぞれ発行する。 

 

11 実施主体 

    大分県、大分市（共催） 

 

12 その他 

（１）後日、受講決定者あて受講票を送付します（送付先は原則として、受講者の住所）。 

（２）講習会当日は、受講票、筆記用具、写真付き身分証明書（運転免許証等）を持参して

ください。テキストは当日配布します。   

（３）詳細については、大分県土木建築部都市・まちづくり推進課、最寄りの土木事務所又

は大分市都市計画部まちなみ企画課にお問い合わせください。 


